
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 外 9

平成 16 年

3 月26日（金曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
農
政
水
産
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
農
業
経
営
課
、
農
業
生
産
流
通
課
、
畜
産
課
、
土
地
改
良
課
）

一

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
土
木
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
土
木
監
理
課
、
道
路
保
全
課
、
河
川
砂
防
課
、
港
湾
課
、
都
市
計
画
課
、
住
宅
課
）

一
一

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
農
政
水
産
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
十
号

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
農
政
水
産
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
香
川
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。

（
香
川
県
種
雄
畜
検
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
種
雄
畜
検
査
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
香
川
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
イ
中
「
綿
羊
及
び
や
ぎ
」
を
「
め
ん
羊
及
び
山
羊
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

二

祖 父 �

祖 母 �

祖 父 �

祖 母 �

名 号 �

特 徴 �

生 年 月 日 �

産 地 �

種 類 �

血 統 �

父�

母�

第１号様式（第２条関係）�

種雄畜（豚、めん羊、山羊）検査申請書�

年　　月　　日　�

　　　香川県知事　　　　　殿�

飼養者　住　所�

　　　　氏　名　
法人にあつては、

�
　　　　　　　　

名称及び代表者名�

次の家畜について種雄畜検査を受けたいので申請します。�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

三

第
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
注
を

削
る
。

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

綿
羊
、
や
ぎ
　
　
　
め
ん
羊
、
山
羊

綿
羊
、
や
ぎ
　
　
　
め
ん
羊
、
山
羊

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

四

第７号様式（第８条関係）�

年　　月　　日　�

　　香川県知事　　　　　　殿�

　次のとおり種雄畜証明書の書換交付（再交付）を申請します。�

香　　川　　県　　証　　紙　　欄�
（消印してはならない。）�

種雄畜証明書書換交付（再交付）申請書�

種雄畜証明番号�

申 請 の 理 由 �

種雄畜の名号�

及 び 種 類 �

注　「申請の理由」の欄には、飼養者の異動の場合にあつては、旧飼養者の住所及び氏名（法人にあつ�

　ては、名称及び代表者名）を記載すること。�

飼養者　住　所�

　　　　　　　　法人にあつては、�
　　　　氏　名�
　　　　　　　　名称及び代表者名�

第７号様式（第８条関係）�

年　　月　　日　�

　　香川県知事　　　　　　殿�

　次のとおり種雄畜証明書の書換交付（再交付）を申請します。�

香　　川　　県　　証　　紙　　欄�
（消印してはならない。）�

種雄畜証明書書換交付（再交付）申請書�

種雄畜証明番号�

申 請 の 理 由 �

種雄畜の名号�

及 び 種 類 �

注　「申請の理由」の欄には、飼養者の異動の場合にあつては、旧飼養者の住所及び氏名（法人にあつ�

　ては、名称及び代表者名）を記載すること。�

飼養者　住　所�

　　　　　　　　法人にあつては、�
　　　　氏　名�
　　　　　　　　名称及び代表者名�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

五

（
香
川
県
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
二
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
通
知
等
」
を
「
通
知
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
本
文
中
「
の
納
期
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
納
額
告
知
書
」
を
「
納
入
通
知
書
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
た
だ
し
書
き
」
を
「
第
四
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
二
号
様
式
」
を
「

第
一
号
様
式
」
に
、
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
、
「
承
認
を
」
を
「
、
そ
の
承
認
を
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
を
承
認
し
た
」
を
「
承
認
を
し
た
」
に
、
「
申
請
人
」
を
「
申
請
者
」

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
に
よ
る

申
請
を
承
認
し
た
」
を
「
承
認
を
し
た
」
に
、
「
申
請
人
」
を
「
申
請
者
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

「

「

第
四
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、

」

同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

（
家
畜
取
引
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
家
畜
取
引
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
書
面
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し

て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該
書
面
が
知
事

に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
香
川
県
農
業
共
済
団
体
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
五
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に

改
め
る
。

（
家
畜
商
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
家
畜
商
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
香
川
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香
川
県
家
畜
商
講
習
会
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
」
を
削
り
、
「
知
事
が
」
を
「
県
が
」
に
改
め
、
「
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
家
畜
商
講
習
会
受
講
申
込
書
」
の
下
に
「
（
別
記
様
式
）
」
を
加

え
、
同
条
の
条
名
を
削
る
。

第
二
条
を
削
る
。

附
則
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

名
称
　
　
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
発
第
　
　
号
を
も
つ
て
決
定
通

知
さ
れ
た
　
　
　
付
け
　
　
第
　
　
号
で
決
定
通
知
の
あ
つ
た
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次
の

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

納
入
計
画
書
　
　
　
分
担
金
納
入
計
画
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
そ
の

他
　
　
　
そ
の
他
　
　
　
　
場
合
に
は
　
　
　
場
合
は

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
名
称
　
　
　
　
　
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
の
氏
名

称
及
び
代
表
　
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次
の

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１
号
様
式
　
　
　
第
１
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）

印

年
令
　
　
　
年
齢
　
　
　
　
お
す
　
　
　
雄
　
　
　
　
め
す
　
　
　
雌

第
２
号
様
式
　
　
　
第
２
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）

印

年
令
　
　
　
年
齢
　
　
　
　
お
す
　
　
　
雄
　
　
　
　
め
す
　
　
　
雌

組
合
長
（
会
長
）
氏
名
　
　
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

印

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

六

別記様式�

年　　月　　日　�

　 　香川県知事　　　　　　殿�

香　　川　　県　　証　　紙　　欄�
（消印してはならない。）�

年度家畜商講習会を受講したいので申し込みます。�

申込者　住　　所�

�
　　　　氏　　名�

家畜商講習会受講申込書�

ふ り が な�

（日本工業規格Ａ列４番）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

七

第
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
た
め
池
の
所
在
地
を
所
管
す
る
土
地
改
良

事
務
所
又
は
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
の
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
位
置
図

二
　
平
面
図

三
　
標
準
横
断
面
図

四
　
余
水
吐
横
断
面
図

五
　
放
水
路
横
断
面
図

２
　
条
例
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
た
め
池
状
況
変
更
届
（

第
二
号
様
式
）
に
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
埋
立
て
の
届
出
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
届
出
」
の
下
に
「
を
し
よ

う
と
す
る
者
」
を
加
え
、
「
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
位
置
図

二
　
計
画
平
面
図

三
　
横
断
面
図

四
　
利
害
関
係
人
の
同
意
書

五
　
関
係
市
町
長
の
意
見
書

六
　
そ
の
他
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
五
条
中
「
、
行
為
の
内
容
を
示
す
図
面
」
を
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
に
、
「
知
事
」
を
「
、
所
長
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
位
置
図

二
　
計
画
平
面
図

三
　
管
理
者
の
意
見
書

四
　
関
係
市
町
長
の
意
見
書

五
　
そ
の
他
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
六
条
中
「
と
き
は
」
を
「
者
は
」
に
、
「
を
知
事
」
を
「
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所

長
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

備
考
　
１
　
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

事
業
計
画
書
及
び
関
係
図
面

他
人
に
使
用
さ
せ
、
又
は
収
益
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
契
約
書
案

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考
　
１
　
事
業
計
画
書
及
び
関
係
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考
　
１
　
関
係
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
香
川
県
土
地
改
良
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
香
川
県
土
地
改
良
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
八

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
添
付
書
類
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
号
様
式
添
付
書
類
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
号
様
式
添
付
書
類
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
香
川
県
鶏
産
肉
能
力
経
済
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
香
川
県
鶏
産
肉
能
力
経
済
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
無
作
意
に
一
二
○
個
抜
取
つ
た
う
え
」
を
「
無
作
為
に
百
二
十
個
抜
き
取
つ
た
上
」
に
、

「
孵
化
し
」
を
「
ふ
化
し
」
に
、
「
三
○
羽
」
を
「
三
十
羽
」
に
、
「
七
○
日
間
」
を
「
七
十
日
間
」

に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
、
抜
取
つ
た
」
を
「
抜
き
取
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
成
績
は
」
の
下
に
「
、
経
済
検
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え
る
。

（
た
め
池
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
た
め
池
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
た
め
池
の
状
況
の
届
出
）

第
二
条
　
条
例
第
四
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
た
め
池
状
況
届
（
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外
九
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八

一
　
位
置
図

二
　
平
面
図

三
　
そ
の
他
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
七
条
の
見
出
し
中
「
提
出
」
を
「
提
出
部
数
」
に
改
め
、
同
条
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
、
「

副
本
二
通
と
し
、
当
該
た
め
池
の
所
在
地
を
所
管
す
る
土
地
改
良
事
務
所
又
は
香
川
県
小
豆
総
合
事
務

所
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
写
し
一
通
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

次
の
と
お
り
　
　
　
関
係
書
類
を
添
え
て

備
考
１
　
※
印
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

次
の
と
お
り
　
　
　
関
係
書
類
を
添
え
て

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

次
の
と
お
り
　
　
　
関
係
書
類
を
添
え
て

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

九

第４号様式（第５条関係）�

禁 止 行 為 の 特 認 申 請 書�

年　　月　　日　�

　　香川県　　　　　　事務所長　殿�

　ため池の保全に関する条例第５条第１項ただし書の規定により、許可を受けたいので、関係書類を添�
えて申請します。�

申請者　住　　所�

　　　　氏　　名�

　　　　　法人にあつては、その名称�

　　　　　及び代表者の氏名�

　　　　電話番号�

ふ り が な �

た め 池 の 名 称 �

た め 池 の 所 在 地 �

行 為 の 具 体 的 内 容 �

行為を行おうとする理由�

行 為 の 期 間 �

その他参考となる事項�

印�

備考　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。�
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年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
〇

第
五
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
二
号
様
式
中
「

」
を

に
改
め
、
同
様
式
第
一
の
１
の

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

第
二
号
様
式
第
一
の
２
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
第
一
の
２
の

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」

に
改
め
、
同
様
式
第
一
の
２
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
香
川
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
別
紙
一
及
び
別
紙
二
以
外
の
部
分
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
香
川
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
香
川
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

第
二
号
様
式
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
号
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

第
五
号
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

第
六
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

」

（
香
川
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
香
川
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
七
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
七

区
　
　
　
　
　
　
分
人
　
　
　
　
数
平
均
年
齢
平
均
勤
続
年
数
平
均
給
与
月
額

卸売業務事
務

関
係

合
　
　
　
　
　
　
計

せ
り

人
人

歳
年

円

そ
の
他
の

卸
売
業
務

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

次
の
と
お
り
　
　
　
関
係
書
類
を
添
え
て

氏
名
又
は
名
称
及

氏
名
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　

（
署
名
又
は
記
名

び
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　

押
印
）

印

印

つ
け
物
　
　
　
漬
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支

払
い
状
況
　
　
　
支
払
状
況
　
　
　
　
支
払
い
日
　
　
　
支
払
日
　
　
　
　
支
払
い
に
　
　
　
支
払
に

見
舞
　
　
　
見
舞
い

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
郵
便
番
号
）

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。住
　
　
所

香
川
県
知
事
　
　
　
　
　
殿

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
学
等
の
所
在
地

大
学
等
の
名
称

職
名
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

３
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ふ
り
が
な

郵
便
番
号

□
□
□
－
□
□
□
□

住
　
　
所

住
　
　
所

印

印
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成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
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外
九
）

一
一

条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
　
借
入
申
込
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と

す
る
融
資
機
関
（
以
下
「
借
入
申
込

融
資
機
関
」
と
い
う
。
）

農
業
改
良
資
金
借
入
申
込
書
（
第
一
　
農
業
改
良
資
金
県
貸
付
金
借
入
申
込

号
様
式
。
以
下
「
借
入
申
込
書
」
と
　
書
（
第
五
号
様
式
。
以
下
「
借
入
申

い
う
。
）

込
書
」
と
い
う
。
）

そ
の
者
の
住
所
地
（
そ
の
者
が
農
業
　
知
事
に

者
の
組
織
す
る
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。

以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
地
区
内
に
含

む
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
事
業
を

併
せ
行
う
農
業
協
同
組
合
（
以
下
「

組
合
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
知

事
に

第
十
五
条
の
表
第
七
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
条
第
一
項
の
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の

項
中
「
組
合
」
の
下
に
「
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、「
所
管
所
長
」
を
削
る
。

「

「

第
一
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

」

改
め
る
。

第
二
号
様
式
（
表
）
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
（
裏
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
（
裏
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
土
木
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
十
一
号

行
政
手
続
の
見
直
し
に
伴
う
土
木
部
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
香
川
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
名
簿
等
及
び
建
築
士
事
務
所
登

録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
名
簿
等
及
び
建
築
士
事
務

所
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
趣
旨
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
基
い
て
、
」
を
「
よ
る
」
に
、
「
つ
い
て
、

定
め
る
こ
と
を
目
的
」
を
「
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
閲
覧
時
間
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
登
録
簿
等
」
を
「
知
事
は
、

登
録
簿
等
」
に
、
「
臨
時
に
」
を
「
、
臨
時
に
、
」
に
、
「
伸
縮
す
る
こ
と
が
あ
る
」
を
「
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
閲
覧
者
名
簿
に
、
」
を
「
閲
覧
票
に
」
に
、
「
氏
名
、
」
を
「
氏
名
」
に
、
「
記
入
し

て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
記
入
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
、
禁
止
」
を
「
又
は
禁
止
」
に
改
め
、
同
条
中
「
左
の
各
号
の
一
に
」
を
「

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
汚
損
」
を
「
汚
損
し
、
」
に
改
め
、
同
条
を

第
六
条
と
す
る
。

（
香
川
県
道
路
占
用
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
道
路
占
用
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
香
川
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
書
類
」
を
加
え
る
。

（
香
川
県
海
岸
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
海
岸
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
香
川
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

注
　
１
　
連
帯
債
務
者
又
は
連
帯
保
証
人
が
複
数
で
あ
る
た
め
本
紙
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
別
紙
に
記
入
し
て
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
借
入
者
、
連
帯
債
務
者
及
び
連
帯
保
証
人
の
押
印
し
た
印
の
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

精
算
　
　
　
清
算

精
算
　
　
　
清
算

性
別
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
電
　
話
　
番
　
号

１
　
男

２
　
女



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
二

正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
完
了
の
届
出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二

項
を
同
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

「

第
四
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

め
、
「

」
を
削
る
。

（
香
川
県
測
量
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
香
川
県
測
量
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
香
川
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香
川
県
測
量
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則

第
二
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
登
録
簿
等
」
を
「
知
事
は
、
登
録
簿
等
」
に
、
「
閲
覧
に
」
を
「
、
閲
覧
に
」

に
、
「
伸
縮
す
る
こ
と
が
あ
る
」
を
「
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
場
合

に
は
」
の
下
に
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
閲
覧
名
簿
」
を
「
閲
覧
票
」
に
、
「
記
入
し
て
、
係
員
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を

「
記
入
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
、
禁
止
」
を
「
又
は
禁
止
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
　
「
添
付
書
類
」
の
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
数
字
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

着
手
し
ま
す

再
着
手
し
ま
す
　
　
　
完
了
し
ま
し
た

完
了
し
ま
し
た
　
　
　
中
止
し
ま
し
た

着
手
・
再
着
手
・
　
　
　
　
　
　
中
止
し
ま
し
た
　
　
　
廃
止
し
ま
し
た

廃
止
し
ま
し
た
　
　
　
承
継
し
ま
し
た

承
継
し
ま
し
た
　
　
　
変
更
し
ま
し
た

変
更
し
ま
し
た

着
手
、
再
着
手
、



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
三

名　称�

所在地　　　　　　　　　　　　　　電話番号�

入居希望住宅　　　　�
県営住宅　　　　団地�
　　　　棟　　　号室�

同居�
別扶�
老扶�
特定�

普障�
�
特障�

老年�
�
寡婦�

普障�
�
特障�

老年�
�
寡婦�

普障�
�
特障�

老年�
�
寡婦�

普障�
�
特障�

老年�
�
寡婦�

普障�
�
特障�

老年�
�
寡婦�

同居�
別扶�
老扶�
特定�
同居�
別扶�
老扶�
特定�
同居�
別扶�
老扶�
特定�
同居�
別扶�
老扶�
特定�

続
柄�

年
齢�

本人�

勤 務 先 �
（連絡先）�

ふ り が な�
氏 名 �

生 年 月 日�

年号�
明 1 �
大 2 �
昭 3 �
平 4
明 1 �
大 2 �
昭 3 �
平 4
明 1 �
大 2 �
昭 3 �
平 4
明 1 �
大 2 �
昭 3 �
平 4
明 1 �
大 2 �
昭 3 �
平 4

職 業 �
所得金額�
（年　間）�年 月�日�

扶

養

�
障

害

�

そ
の
他�

認
　
　
定
　
　
額�

控除額合計�
所得金額�
合　　計�

基本月収額�

� 円� 円�

円� 円� 円�

所
得
区
分�

親 族 �
特 定
扶 養 �

老 扶 �
老 配 �

老 年 �
寡 婦 �
寡 夫 �

普 通 �
障 害 �

特 別
障 害 �

人� 人� 人� 人� 人� 人� 人�

円� 円� 円� 円� 円� 円� 円�

イ

ロ

ハ�

200,000～322,000�

322,001～445,000�

445,001～601,000

（表面）�

県営住宅入居許可申請書（一般・特別・特公賃）�

　次のとおり県営住宅に入居したいので申請します。�

備考　 1　太枠内は、記入しないでください。�
　　　 2　続柄を証明できる書類を添付してください。�
　　　 3　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。�

年　　月　　日　�

　香川県知事　殿�
　　申請者　　住所�

　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　　）�

　　　　　　　氏名� 印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
四

続柄を証明できる書類を添付すること。�

申請
項目�

変 更 希 望 住 宅 �

変 更 の 理 由 �

承継入居する住宅�

入 居 者 氏 名 �

承継入居しようと�
す る 理 由 �

同 居 の 理 由 �

注 意 事 項 �

年　月　日�
申請者がこの住宅に入居�
した年月日�

入居者と申請者との続柄�

□
住
宅
変
更�

□
承
継
入
居
の
承
認�

□
同
居
の
承
認�

各
申
請
項
目
共
通
内
容�

（承継）入居しようとする者の世帯状況又は同居させようとする者の状況�

勤務先の所在地及び名
称又は同居させる者の
住所　　　　　　　　�

所得金額�
（年額）�

扶養の
有無　�

生 年 月 日 �
入居者と
の続柄　�

ふ り が な �
氏 名 �

本人� 円�

円�

円�

円�

円�

円�

有・無�

有・無�

有・無�

有・無�

有・無�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

申　　　　請　　　　内　　　　容�

第３号様式（第１０条、第１１条、第１９条関係）（日本工業規格Ａ列４番）�

入居者（同居者）の変更に関する申請書�

年　　月　　日　�

　香川県知事　殿�

県営住宅　　　　　　　団地　　棟　　号室�

入居者（又は申請者）氏名�

　次のとおり申請します。�

備考　該当する申請項目の□にレ印を記入してください。�

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
五

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

　　年　月　日�

有・無�

有・無�

有・無�

有・無�

有・無�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

第５号様式（第13条、第17条、第18条、第20条関係）（日本工業規格Ａ列４番）�

県営住宅の保管義務等に関する届�

年　　月　　日�

　香川県知事　殿�

県営住宅　　　　　　　団地　　棟　　号室�

入居者　　氏名�

　次のとおり届け出ます。�

届出�
項目�

住 所 �

□ 

連 

帯 

保 

証 

人�

□ 

一 

時 

不 

在�
□  
修 
繕�

□ 

同 

居 

者 

の 

異 

動�
�

変 更 前 �

氏 名 �

勤 務 先 �

変 更 後 �

変 更 前 �

変 更 後 �
注意事項�

氏名に変更があつ�
た場合は、その事�
実を証する書類を�
添付してください。�

変 更 前 �

変 更 後 �

一 時 不 在 の 理 由 �

一 時 不 在 の 期 間 �

行 先 �

修 繕 部 位 �

修繕を要する程度、
故障の原因等�

�

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　日（月）間�

ふ り が な �
氏 名 �

入居者と
の続柄　�

本人�

異 動 年 月 日 �

　　年　月　日�

扶養の
有無　�

所得金額�
（年額）�

異動内容（移転先）
及び異動の理由�

届　　　　　出　　　　　内　　　　　容�

所在地�
名　称�
所在地�
名　称�

電話番号�

電話番号�

備考　該当する届出項目の□にレ印を記入してください。�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
六

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
従
業
者
変
更
届
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
従
業
者
変
更
届
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
記
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
香
川
県
河
川
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
香
川
県
河
川
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
完
了
の
届
出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
着
手
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
又
は
中
止
に
係
る
工
事
に
再
び
着
手
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
が
完
了
し
た
」
に
、
「
あ
ら

か
じ
め
」
を
「
直
ち
に
」
に
、
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
て
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
条
の
二
中
「
を
提
出
し
て
」
を
「
に
当
該
変
更
に
係
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
し
、
」
に
改
め

る
。第

一
号
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、

を
」

に
改
め
、
「

」
及
び
「

」
を
削
る
。

」

（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
知
事
に
」
を
「
当
該
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を

所
管
す
る
土
木
事
務
所
又
は
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
の
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
「
充
分
で
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
知

事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
着
手
等
」
を
「
完
了
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
、
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
、
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
急
傾
斜
崩
壊
防
止
工
事
施
行
届
（
第
八
号
様
式
）
」
を
「
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
施

行
届
（
第
七
号
様
式
）
」
に
、
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
意
見
の
聴
取
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
」
を
「
こ
の
規
則
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

従
業
者
証
　
　
　
　
　
従
　
業
　
者
　
証

性
別
明
書
番
号
　
　
　
　
　
明
　
書
　
番
　
号

し
ま
し
た

し
ま
し
た

着
手
、
再
着
手
、

、
承
継

し
ま
し
た

し
ま
し
た

着
手
し
ま
す

再
着
手
し
ま
す

「
完
了

完
了
し
ま
し
た

中
止

着
手
・
再
着
手
・
　
　
　
　
・
承
継
　
　
　
　
　
　
中
止
し
ま
し
た

廃
止

廃
止
し
ま
し
た

変
更

承
継
し
ま
し
た

変
更
し
ま
し
た

４
　
継
続
許
可
申
請
を
行
う
場
合
は
、
添
付
書
類
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
七

第　　　　　号　�

身　　分　　証　　明　　書�

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　所属名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　職　名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏　名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢�

�

�

　上記の者は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第５条第１項、第１１条第１項及び第

　条第１項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域に関する調査のため、他人の土地に立ち入ること

のできる者であることを証明する。�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日発行�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日まで有効�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県知事�

１７�

（表面）�

９センチメートル�

（裏面）�

第１号様式（第２条関係）�

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（抜粋）�
　（調査のための立入り）�
第５条　都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の調査のためにやむを得ない
必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置
場若しくは作業場として一時使用することができる。�
２～４　（省略）�
５　第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携
帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。�
６～１０　（省略）�
　（立入検査）�
第１１条　都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第７条第１項、第８条第１項又は
前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土
地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を
検査することができる。�
２　第５条第５項の規定は、前項の場合について準用する。�
３　（省略）�
　（土地の立入り等）�
第１７条　都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、都道府県営工事のためにやむを得
ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材
料置場若しくは作業場として一時使用することができる。�
２　第５条第２項から第１０項までの規定は、前項の場合について準用する。�

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
�

�印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
八

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
号
様
式
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」

に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規

則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
閲
覧
に
」
を
「
、
閲
覧
に
」
に
、
「
短
縮
す
る
こ
と
が
あ
る
」
を
「
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
閲
覧
簿
」
を
「
閲
覧
票
」
に
、
「
記
入
し
て
知
事
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
記
入
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
の
手
続
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
の
手
続
等
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
六
十
年

香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

「

別
記
様
式
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
香
川
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
香
川
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
香
川
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
知
事
」
を
「
、
条
例
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
砂
防
指
定
地
又
は
占

用
に
係
る
砂
防
設
備
の
所
在
地
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所
又
は
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
の
長
（
以
下

「
所
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
知
事
」
を
「
、
所
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
開
始
等
」
を
「
終
了
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
、
「
行
う
」
を
「

所
長
に
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
、
「
行
う
」
を
「
、
所
長
に
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
　
　
　
第
２
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次
の
　
　
　
　
行
な
い
た

い
　
　
　
行
い
た
い

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
３
号
様
式
　
　
　
第
３
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次

の
　
　
　
　
届
出
ま
す
　
　
　
届
け
出
ま
す

第
４
号
様
式
　
　
　
第
４
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
付
　
　
　
付
け
　
　
　
　
届
出
た

届
け
出
た
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次
の

備
考
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
６
号
様
式
　
　
　
第
６
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
　
　
　
付
け

届
出
た
　
　
　
届
け
出
た
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次
の
　
　
　
　
第
６
条
第
２
項
　
　
　
第

６
条
　
　
　
　
届
出
ま
す
　
　
　
届
け
出
ま
す

第
７
号
様
式
　
　
　
第
７
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次

の
　
　
　
　
届
出
ま
す
　
　
　
届
け
出
ま
す

第
８
号
様
式
　
　
　
第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

香
川
県
知
事

殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
記
の
　
　
　
次

の
　
　
　
　
届
出
ま
す
　
　
　
届
け
出
ま
す

廃
　
業
　
等
　
の
　
理
　
由

廃
業
等
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

廃
業
等
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

注
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
九
）

一
九

第
十
一
条
中
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
、
「
行
う
」
を
「
、
所
長
に
行
う
」
に
改
め

る
。第

十
二
条
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
、
「
行
う
」
を
「
所
長
に
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
意
見
の
聴
取
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「

前
項
」
を
「
こ
の
規
則
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

別
表
一
の
項
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同

様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

「

」
を
削
り
、
同
様
式
注
を
削
り
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

「

」
を
削
り
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

「

」
を
削
り
、
同
様
式
注
を
削
り
、
同
様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
を
第
十
号
様
式

と
す
る
。

（
香
川
県
一
般
海
域
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
香
川
県
一
般
海
域
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
着
手
等
」
を
「
中
止
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を

同
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

「

第
五
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

め
、
「

」
を
削
る
。

（
港
湾
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
港
湾
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
及
びを

削
り
、

」

同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
香
川
県
規
則
第
五
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県

事
務
所
長
　
殿

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

第
１０
条
第
２
項
　
　
　
第
１０
条

注
　
該
当
し
な
い
字
句
は
、
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

注
　
該
当
し
な
い
字
句
は
、
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

香
川
県
知
事
　
　
　
　
殿
　
　
　
香
川
県
　
　
　
　
事
務
所
長
　
殿

注
１
　
「
添
付
書
類
」
の
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
数
字
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

２
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

着
手
し
ま
す

再
着
手
し
ま
す
　
　
「
完
了
し
ま
し
た

完
了
し
ま
し
た
　
　
　
中
止
し
ま
し
た

着
手
・
再
着
手
・
　
　
　
　
　
　
中
止
し
ま
し
た
　
　
　
廃
止
し
ま
し
た
　

廃
止
し
ま
し
た
　
　
　
承
継
し
ま
し
た

承
継
し
ま
し
た
　
　
　
変
更
し
ま
し
た
」

変
更
し
ま
し
た

着
手
、
再
着
手
、

３
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
４
条
第
１
項
　
　
　
第
４
条
　
　
　
　
　
　
関
係
書
類
を
添
え
て

注
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
位
置
図
　
２
　
平
面
図
　
３
　
縦
断
面
図
　
４
　
横
断
面
図

添
　
付
　
書
　
類
　
５
　
丈
量
図
　
６
　
設
計
書
　
７
　
仕
様
書
　
　
８
　
構
造
図

９
　
そ
の
他

印印印印
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印
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発
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印
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行
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県
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香
　
　
川
　
　
県
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平
成
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六
年
三
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号
外
九
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二
〇
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第
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３
　
前
項
の
通
知
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該
通
知
書
が

知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「

第
一
号
様
式
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
三
条
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

各
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
修
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
一
号
様
式
に
よ
る

身
分
証
明
書
と
み
な
す
。

廃
　
業
　
等
　
の
　
理
　
由

廃
業
等
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

廃
業
等
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

注
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

印


